
第  号 議 案

  公 立 大 学 法 人 神 戸 市 看 護 大 学 定 款 の 一 部 の 変 更 の 件  

公 立 大 学 法 人 神 戸 市 看 護 大 学 定 款 の 一 部 を 次 の よ う に 変 更 す る 。

令 和 ７ 年 11月 27日 提 出

神 戸 市 長  久   元   喜   造

公 立 大 学 法 人 神 戸 市 看 護 大 学 定 款 の 一 部 を 次 の よ う に 変 更 す る 。

次 の 表 の 変 更 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 又 は 太 線 の 表 示 部 分 （ 以 下 第 １ 号 及 び

第 ２ 号 に お い て 「 変 更 部 分 」 と い う 。） 及 び 変 更 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 又 は

太 線 の 表 示 部 分 （ 以 下 第 １ 号 及 び 第 ３ 号 に お い て 「 変 更 後 部 分 」 と い う 。） に つ

い て は 、 次 の と お り と す る 。  

( 1 ) 変 更 部 分 及 び こ れ に 順 次 対 応 す る 変 更 後 部 分 が 存 在 す る と き は 、 当 該 変 更

部 分 を 当 該 変 更 後 部 分 に 改 め る 。

( 2) 変 更 部 分 の み 存 在 す る と き は 、 当 該 変 更 部 分 を 削 る 。

( 3) 変 更 後 部 分 の み 存 在 す る と き は 、 当 該 変 更 後 部 分 を 加 え る 。

変 更 後 変 更 前

（ 理 事 会 の 議 決 事 項 ）   

第 18条  理 事 長 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を

決 定 し よ う と す る と き は 、 理 事 会 の

議 を 経 る も の と す る 。   

( 1 ) ［ 略 ］

( 2) 中 期 目 標 に つ い て 市 長 に 対 し 述

べ る 法 人 の 意 見 及 び 中 期 計 画 に 関

す る 事 項  

( 3) ～ ( 7)  ［ 略 ］

（ 経 営 審 議 会 の 審 議 事 項 ）

第 21条 経 営 審 議 会 は 、 次 に 掲 げ る 事

項 を 審 議 す る 。

( 1) ［ 略 ］

（ 理 事 会 の 議 決 事 項 ）   

第 18条  理 事 長 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を

決 定 し よ う と す る と き は 、 理 事 会 の

議 を 経 る も の と す る 。  

( 1) ［ 略 ］

( 2) 中 期 目 標 に つ い て 市 長 に 対 し 述

べ る 法 人 の 意 見 、 中 期 計 画 及 び 年

度 計 画 に 関 す る 事 項

( 3) ～ ( 7)  ［ 略 ］

（ 経 営 審 議 会 の 審 議 事 項 ）  

第 21条  経 営 審 議 会 は 、 次 に 掲 げ る 事

項 を 審 議 す る 。

( 1) ［ 略 ］
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( 2 ) 中 期 目 標 に つ い て 市 長 に 対 し 述

べ る 法 人 の 意 見 及 び 中 期 計 画 に 関

す る 事 項 の う ち 、 法 人 の 経 営 に 関

す る も の  

( 3) ～ ( 8)  ［ 略 ］

( 2) 中 期 目 標 に つ い て 市 長 に 対 し 述

べ る 法 人 の 意 見 、 中 期 計 画 及 び 年

度 計 画 に 関 す る 事 項 の う ち 、 法 人

の 経 営 に 関 す る も の  

( 3) ～ ( 8)  ［ 略 ］

（ 教 育 研 究 審 議 会 の 審 議 事 項 ）  

第 24条  教 育 研 究 審 議 会 は 、 次 に 掲 げ

る 事 項 を 審 議 す る 。

( 1) ［ 略 ］

( 2) 中 期 目 標 に つ い て 市 長 に 対 し 述

べ る 法 人 の 意 見 及 び 中 期 計 画 に 関

す る 事 項 の う ち 、 神 戸 市 看 護 大 学

の 教 育 研 究 に 関 す る も の  

( 3) ～ ( 11)  ［ 略 ］

（ 教 育 研 究 審 議 会 の 審 議 事 項 ）

第 24条 教 育 研 究 審 議 会 は 、 次 に 掲 げ

る 事 項 を 審 議 す る 。

( 1) ［ 略 ］

( 2) 中 期 目 標 に つ い て 市 長 に 対 し 述

べ る 法 人 の 意 見 、 中 期 計 画 及 び 年

度 計 画 に 関 す る 事 項 の う ち 、 神 戸

市 看 護 大 学 の 教 育 研 究 に 関 す る も

の  

( 3) ～ ( 11 )  ［ 略 ］

附  則  

変 更 後 の 定 款 は 、 総 務 大 臣 及 び 文 部 科 学 大 臣 の 認 可 が あ っ た 日 か ら 施 行 す る 。

理     由

地 方 独 立 行 政 法 人 法 （ 平 成 15年 法 律 第 118号 ） 第 ８ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 議

会 の 議 決 を 経 る 必 要 が あ る た め 。  
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（ 参 考 ）

地 方 独 立 行 政 法 人 法 ぬ き が き

（ 定 款 ）

第 ８ 条 ［ 略 ］

２ 定 款 の 変 更 は 、 設 立 団 体 （ 設 立 団 体 の 数 を 増 加 さ せ る 場 合 に お け る 定 款 の 変 更 に あ っ て は 、

設 立 団 体 及 び 加 入 設 立 団 体 （ 新 た に 設 立 団 体 と な る 地 方 公 共 団 体 を い う 。 以 下 同 じ 。）） の 議

会 の 議 決 を 経 て 前 条 の 規 定 の 例 に よ り 総 務 大 臣 又 は 都 道 府 県 知 事 の 認 可 を 受 け な け れ ば 、 そ

の 効 力 を 生 じ な い 。 た だ し 、 そ の 変 更 が 政 令 で 定 め る 軽 微 な も の で あ る と き は 、 こ の 限 り で

な い 。  

３ 、 ４ ［ 略 ］

（ 設 立 の 認 可 等 の 特 例 ）

第 80条 公 立 大 学 法 人 に 関 す る こ の 法 律 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 こ の 法 律 中 「 総 務 大 臣 」 と

あ る の は 、「 総 務 大 臣 及 び 文 部 科 学 大 臣 」 と す る 。
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【 第 82 号議案「 公立大学法人神戸市看護大学定款の一部の変更の件」 の概要】

１ . 議案の概要

公立大学法人の業務運営に関する年度計画の作成や年度評価について、 その事務に係る大学

や設置団体の負担を軽減し 、 公立大学に求めら れる本来の役割である教育の質の向上や地域貢

献に資する取組みに、 より 注力できるよう 、 地方独立行政法人法が改正さ れ、 年度計画及び年度

評価が法定事項から 廃止と なっ た。こ れに伴い、年度計画について規定する神戸市看護大学の定

款変更を行う も の。  

・ 改正法施行日： 令和５ 年６ 月16日

・ 経過措置： 令和６ 年４ 月１ 日以後に開始する中期目標期間から 新法を適用

・ 神戸市看護大学の適用時期： 令和７ 年４ 月１ 日に開始する第２ 期中期目標期間から 適用

２ ． 定款変更の内容 

戸市看護大学の定款において、理事会の議決事項、経営審議会及び教育研究審議会の審議事項と

し  て定めら れている「  年度計画」  に関する記述を 削除。  

３ ． 施行日 

総務大臣及び文部科学大臣の認可の日から 施行。
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